
 

森林・山村多面的機能発揮対策実施要領（平成 25 年５月 16 日付け 25 林整森第 74 号林野庁長官通知）の一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

  第２ 事業実施主体及び事業の実施方法 

 １ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金（以下「本交付金」という。）の

交付金を受けて本交付金に係る事業を実施しようとする者は、地域協議

会（別紙１に定める要件を満たし、都道府県、市町村、関係団体等によ

り構成される協議会をいう。以下同じ。）とし、地域協議会及び活動組織

（別紙２に定める要件を満たし、地域住民等の合意により設置する組織

をいう。以下同じ。）の本対策に関する活動内容に応じ、別紙３に基づき、

本交付金を交付するものとする。 

 

（別紙３） 

森林・山村多面的機能発揮対策交付金（本交付金）に係る事業の実施方法 

 

第４ 交付金の使途 

（１） （略） 

    

（２）活動組織 

    本交付金のうち活動組織への交付対象となる経費は次に定めると 

おりとする。 

   ア （略） 

 

 イ 交付単価 

なお、地方公共団体が、本交付金と連携して一体的に地方単独

第２ 事業実施主体及び事業の実施方法 

 １ 森林・山村多面的機能発揮対策交付金（以下「本交付金」という。）の

交付金を受けて本交付金に係る事業を実施しようとする者は、地域協議

会（別紙１に定める要件を満たし、都道府県、市町村、関係団体等により

構成される協議会をいう。以下同じ。）とし、地域協議会及び活動組織（別

紙２に定める要件を満たし、地域住民等の合意により設置する 民間協働

組織 をいう。以下同じ。）の本対策に関する活動内容に応じ、別紙３に基

づき、本交付金を交付するものとする。  

 

（別紙３） 

森林・山村多面的機能発揮対策交付金（本交付金）に係る事業の実施方法 

 

第４ 交付金の使途 

（１） （略） 

    

（２）活動組織 

     本交付金のうち活動組織への交付対象となる経費は次に定めると 

おりとする。 

   ア （略） 

 

   イ 交付単価      

なお、地方公共団体が、本交付金と連携して一体的に地方単独 
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事業として独自に交付する場合、本交付金の同額を上限として、

所要の地方財政措置が講じられている（このことは、地方公共団

体で国の交付金の額を超える補助を行うことを妨げるものではな

い。）。 

種  類 (1)国の交付単

価又は交付率 

(参考)（略） 

①～⑤（略） （略） （略） 

⑥教育・研修活 

動タイプ 

１ 回 当 た り

38,000 円（6回

228,000円を上

限とする。） 

（略） 

⑦（略） （略） （略） 

注１）～注３） （略） 

ウ （略） 

  エ 交付金の使途 

区 分 使  途 
イの種類欄に掲げ

る①～⑥ 
（略） 

イの種類欄に掲げ

る⑦ 

刈払機、チェーンソー、丸鋸、ウインチ、軽架線、チ

ッパー、わな、苗木、電気柵・土留め柵等構築物の資

材、林内作業車、薪割り機 、薪ストーブ、炭焼き小

屋、あずまや（休憩や作業を行うための簡易建屋）、

資機材保管庫、移動式の簡易なトイレ、携帯型ＧＰＳ

機器、設置費等  （汎用性のある物品等は対象外） 

事業として独自に交付する場合、本交付金の同額を上限として、 

所要の地方財政措置が講じられている（このことは、地方公共団 

体で国の交付金の額を超える補助を行うことを妨げるものではな

い。）。 

種  類 (1)国の交付単

価又は交付率 

(参考)（略） 

①～⑤（略） （略） （略） 

⑥教育・研修活 

動タイプ 

１ 回 当 た り

38,000 円（12回

456,000円 を上

限とする。） 

（略） 

⑦（略） （略） （略） 

注１）～注３） （略） 

ウ （略） 

   エ 交付金の使途 

区 分 使  途 
イの種類欄に掲げ

る①～⑥ 
（略） 

イの種類欄に掲げ

る⑦ 

刈払機、チェーンソー、丸鋸、ウインチ、軽架線、チ

ッパー、わな、苗木、電気柵・土留め柵等構築物の資

材、薪割機、薪ストーブ、炭焼き小屋、あずまや（休

憩や作業を行うための簡易建屋）、資機材保管庫、移動

式の簡易なトイレ、携帯型ＧＰＳ機器、設置費等  

（汎用性のある物品等は対象外） 
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第５ 採択手続等 

   地域協議会が本交付金を交付する活動組織の活動の実施等に関して

は、次に定めるとおりとする。 

 

１～３ （略） 

  

 ４ 採択申請 

 （１）～（３）（略） 

 （４）地域協議会長は（１）により提出された書類を審査の上、次に掲

げる事項の全てを満たしている場合について採択するものとする。 

ア～エ（略） 

オ 活動計画書に活動の目標と活動結果の モニタリング調査 方法が記

載されていること。 
（５）～（７）（略） 

（８）地域協議会長は、中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱（平成 

29 年３月 31 日付け 28農振第 2275号農林水産事務次官依命通知） 

第２に定める「地域別農業振興計画」に位置付けられた活動のうち

農地等の維持保全にも資すると認められるものについては、優先的

に採択することができる。 

（９）（略） 

  

６ 採択内容の変更 

  活動組織の代表者は、４の（３）により採択された内容について、次

に定める事項の変更が生じた場合は、様式第 16号により、地域協議会

第５ 採択手続等 

   地域協議会が本交付金を交付する活動組織の活動の実施等に関して

は、次に定めるとおりとする。 

 

１～３ （略） 

 

 ４ 採択申請 

 （１）～（３）（略） 

 （４）地域協議会長は（１）により提出された書類を審査の上、次に掲 

げる事項の全てを満たしている場合について採択するものとする。 

ア～エ（略） 

オ 活動計画書に活動の目標と活動結果の モニタリング 方法が記載さ 

れていること。 
（５）～（７）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（８）（略） 

 

６ 採択内容の変更 

  活動組織の代表者は、４の（２）により採択された内容について、次 

に定める事項の変更が生じた場合は、様式第 16号により、地域協議会
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長の承認を受けるものとし、その他の事項の変更については、地域協

議会長へ届出を行うものとする。届出を行う場合は、変更のあった年

度の実施状況の報告時又は翌年度の交付申請時いずれか早い期日に、

様式第 16号により提出するものとする。変更承認申請及び届出を行う

場合は、様式第 16号と併せて、変更があった活動計画書、協定又は規

約等を提出すること。 
 （１）～（５）（略） 
 （６）４の（３）により通知された交付金総額の 30％を超える減額。 

 ７（略） 

 ８ 実施状況の報告 

活動組織は、毎年度、活動計画書の記載事項の実施状況について、様

式 第 20号 の実施状況報告書に様式第 17号及び第 18号により作成した

活動記録及び金銭出納簿又はその写しを添えて、地域協議会に報告する

ものとする。 

９（略） 

 

 

（様式第１号） 
○○地域協議会規約（例） 

平成○年○月○日制定 
 

第 33条 第４条 の事業が終了した場合並びに地域協議会が解散した場合に

おいて、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、国費相当額

にあっては林野庁長官に返還するものとする。 

長の承認を受けるものとし、その他の事項の変更については、地域協 

議会長へ届出を行うものとする。届出を行う場合は、変更のあった年 

度の実施状況の報告時又は翌年度の交付申請時いずれか早い期日に、 

様式第 16号により提出するものとする。変更承認申請及び届出を行う

場合は、様式第 16号と併せて、変更があった活動計画書、協定又は規

約等を提出すること。 
 （１）～（５）（略） 
 （６）４の（２）により通知された交付金総額の 30％を超える減額。 

７（略） 

 ８ 実施状況の報告 

活動組織は、毎年度、活動計画書の記載事項の実施状況について、様 

式 第 18号 の実施状況報告書に様式第 17号及び第 18号により作成した活

動記録及び金銭出納簿又はその写しを添えて、地域協議会に報告するも 

のとする。 

９（略） 

 

 

（様式第１号） 
○○地域協議会規約（例） 

平成○年○月○日制定 
 

第 33条 第４条第１項第一号及び第二号 の事業が終了した場合並びに地域

協議会が解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があ

るときは、国費相当額にあっては林野庁長官に返還するものとする。 
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２ （略） 

 

 

（様式第４号） 
○○地域協議会文書取扱規程（例） 

平成○年○月○日制定 
 

第５条 （略） 
２ 前項の文書管理責任者は、当該事務に係る事務処理規程第３条第１項

の事務責任者及び当該事務に係る○○地域協議会会計処理規程（以下

「会計処理規程」という。）第８条 の経理責任者を兼務することができ

る。 
 
第 12条 起案文書の決裁の順序は、原則として起案者が属する事務の区分

の第５条第１項の文書管理責任者、起案者が属する事務の区分の会計処

理規程 第８条 の経理責任者、事務処理規程 第３条第１項 に掲げるすべ

ての事務責任者、事務局長、副会長、会長（以下「決裁権者」と総称す

る。）の順序とする。 
 
第 17条 （略） 

２ 文書番号は、事務処理規程 第３条第１項 に掲げる事務の区分ごとに

小区分を設ける。 
３ （略） 

 

２ （略） 

 

 

（様式第４号） 
○○地域協議会文書取扱規程（例） 

平成○年○月○日制定 
 

第５条 （略） 
２ 前項の文書管理責任者は、当該事務に係る事務処理規程第３条第１項の

事務責任者及び当該事務に係る○○地域協議会会計処理規程（以下「会計

処理規程」という。）第８条第１項 の経理責任者を兼務することができ

る。 
 

第 12条 起案文書の決裁の順序は、原則として起案者が属する事務の区分の

第５条第１項の文書管理責任者、起案者が属する事務の区分の会計処理規

程 第８条第１項 の経理責任者、事務処理規程 第３条第１項各号 に掲げる

すべての事務責任者、事務局長、副会長、会長（以下「決裁権者」と総称す

る。）の順序とする。 
 

第 17条 （略） 
２ 文書番号は、事務処理規程 第３条第１項各号 に掲げる事務の区分ご

とに小区分を設ける。 
３ （略） 
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（様式第 12号） 

森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る活動計画書 

 

１．～６． （略） 

７．年度別スケジュール 

取組概要 ○○年度 ○○年度 ○○年度 

１．（略） 
   

２．（略）    

A-1～２－１.（略） 

 
 

 
(略) 

 
 

 
(略) 

 
 

 
(略) 

２－２．活動を始める
時点で長期
にわたり手
入れをされ
ていなかっ
たと考えら
れる 里山林
を整備する
面積 

 

ha 

 

ha 

 

ha 

３．（略） 
   

※１・２（略） 
※３ ２－２については、2 年目以降はその前年度までの活動により該当する

里山林 の整備を実施している場合はその 里山林 の面積を除外し、その年

度に新たに該当する 里山林 の整備を実施する面積を記載する。 

 

８．活動の目標と活動結果を測定するための モニタリング調 査方法（地域

（様式第 12号） 

森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る活動計画書 

 

１．～６． （略） 

７．年度別スケジュール 

取組概要 ○○年度 ○○年度 ○○年度 

１．（略） 
   

２．（略）    

A-1～２－１（略） 

 
 

 
(略) 

 
 

 
(略) 

 
 

 
(略) 

２－２．活動を始める
時点で長期
にわたり手
入れをされ
ていなかっ
たと考えら
れる 森林 を
整備する面
積 

 

ha 

 

ha 

 

ha 

３．（略） 
   

※１・２ （略） 
※３ ２－２については、2 年目以降はその前年度までの活動により該当する 

森林 の整備を実施している場合はその 森林 の面積を除外し、その年度に新 

たに該当する 森林 の整備を実施する面積を記載する。 

 

８．活動の目標と活動結果を測定するための モニタリング 方法（地域環境 
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環境保全タイプ及び森林資源利用タイプについて記載） 

タイプ名 目 標 モニタリング調査 方法 

   

   

   

（注）目標の設定及び モニタリング調査 方法の記載については、別に定

めるガイドラインを参考とすること。 

 

９．～１３． （略） 

 

 

（様式第 14号） 

番   号 

年 月 日 

 

○○市町村長  

  氏 名    殿 

 

○○地域協議会会長   

 氏 名      印 

 

  平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策の活動の有効性等に関 

する意見等について 

 

保全タイプ及び森林資源利用タイプについて記載） 

タイプ名 目 標 モニタリング 方法 

   

   

   

（注）目標の設定及び モニタリング 方法の記載については、別に定める 

ガイドラインを参考とすること。 

 

９．～１３． （略） 

 

 

（様式第 14号） 

番   号 

年 月 日 

 

○○市町村長  

  氏 名    殿 

 

○○地域協議会会長   

 氏 名      印 

 

  平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策の活動の有効性等に関 

する意見等について 
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 （略） 

 

（別紙） 

 

１・２（略）  

 

３ 〇〇（市町村）の意見（該当する項目の□に✔をお願いします） 

   （削る。） 

   □ 有効である 

   □ 有効性は認められない 

その他の意見等がありましたら、ご自由に記載ください 

 

 

 

（協議会が確認する必要がある場合に記載） 

４ （略）   

 

                記入担当者 

                ○○（市町村）○○課  氏 名 

                TEL ○○○ 

 

 

 

 

 （略） 

  

（別紙） 

 

１・２（略）  

 

３ 〇〇（市町村）の意見（該当する項目の□に✔をお願いします） 

   □ 大いに有効である 

   □ 有効である 

   □ 有効性は認められない 

その他の意見等がありましたら、ご自由に記載ください 

 

 

 

（協議会が確認する必要がある場合に記載） 

４ （略）  

      

                記入担当者 

                ○○（市町村）○○課  氏 名 

                TEL ○○○ 
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（様式第 15号） 

番   号 

年 月 日 

 

○○地域活動組織代表 

 氏 名  殿 

 

○○地域協議会会長   

 氏 名      印 

 

平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る採択通知書 

 

 平成○年○月○日付け第○号で提出のあった森林・山村多面的機能発揮対

策交付金に係る採択申請について、交付金を交付することが適当と認められ

たので、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領（平成 25年５月 16日 25林

整森第 74号林野庁長官通知）別紙３の第５の４（３）に基づき、下記のとお

り通知する。 

また、採択に当たっては別紙の条件を遵守すること。 

 

記 

  

１．～４．（略） 

 

 

（様式第 15号） 

番   号 

年 月 日 

 

○○地域活動組織代表 

 氏 名  殿 

 

○○地域協議会会長   

 氏 名      印 

 

平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る採択通知書 

 

 平成○年○月○日付け第○号で提出のあった森林・山村多面的機能発揮対

策交付金に係る採択申請について、交付金を交付することが適当と認められ

たので、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領（平成 25年５月 16日 25林

整森第 74号林野庁長官通知）別紙３の第５の４（２）に基づき、下記のとお

り通知する。 

また、採択に当たっては別紙の条件を遵守すること。 

 

記 

  

１．～４．（略） 
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（様式第 19 号） 

平成○年度 モニタリング結果報告書 

 

１～４ （略） 

５ 活動３年目の標準地の状況（平成〇年度）     写真 

標準地の状況を

記載 

 

目標達成度  

（削る。） 

 

 

 

（削る。）  

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

（注）（略） 

（様式第 19 号） 

平成○年度 モニタリング結果報告書 

 

１～４ （略） 

５ 活動３年目の標準地の状況（平成〇年度）     写真 

標準地の状況を

記載 

 

目標達成度  

次年度に向けた

改善策 

 

 

６ 活動４年目の標準地の状況（平成〇年度 ）     写真 

標準地の状況を

記載 

 

目標達成度  

次年度に向けた

改善策 

 

 

７ 活動５年目の標準地の状況（平成〇年度 ）     写真 

標準地の状況を

記載 

 

目標達成度  

 

（注）（略） 
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（様式第 20号） 
番   号 
年 月 日 

 
○○地域協議会会長 
 氏 名  殿 
 

  ○○地域活動組織代表  
 氏  名     印 

 
平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る実施状況報告書 

 
 （略） 

 
記 

 
１～５（略） 
（※（略）） 
 
（別紙） 

 

 

 

 

（様式第 20号） 
番   号 
年 月 日 

 
○○地域協議会会長 
 氏 名  殿 
 

  ○○地域活動組織代表  
 氏  名     印 

 
平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る実施状況報告書 

 
 （略） 

 
記 

 
１～５（略） 
（※（略）） 
 
（別紙） 
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実施状況整理票 

 
（注１）・（注２）（略） 

 

（様式第 22号） 
番   号 
年 月 日 

 
 
林野庁長官 

殿 
内閣府沖縄総合事務局長 
 

   ○○地域協議会会長    
 氏  名     印 

 
平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る実施状とりま

とめ報告書 

実施状況整理票 

 
（注１）・（注２）（略） 

 

（様式第 22号） 
番   号 
年 月 日 

 
 
林野庁長官 

殿 
内閣府沖縄総合事務局長 
 

   ○○地域協議会会長    
 氏  名     印 

 
平成○年度 森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る実施状とりまと

め報告書 

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

人
件
費

委
託
料

そ
の
他

備考

地域環境保全
タイプ

森
林
資
源
利
用
タ
イ
プ

森
林
機
能
強
化
タ
イ
プ

間
伐
等

(

除
伐

、
枝
打
ち
含
む

)

の
実
施
面
積

当
該
年
度
に
長
期
に
わ
た
り
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
里
山
林
を
整
備
し
た
面
積

教
育
・
研
修
活
動
タ
イ
プ

(

回

)

資
機
材
・
施
設
の
整
備

(

円

)

収入 支出

取
組
に
対
す
る
交
付
金

資
機
材
・
施
設
の
整
備
に
対
す

る
交
付
金

都
道
府
県
の
支
援
額

市
町
村
の
支
援
額

侵
入
竹
除
去
・
竹
林
整
備

地方分

合
計

都
道
府
県
名

地
域
協
議
会
名

市
町
村
名

対
象
森
林
所
在
市
町
村
名

活
動
組
織
名

取組内容

構
成
員

(

名

)

交付金の使途（円）

里
山
林
保
全

自
己
負
担
額

小
計

国庫分

資
機
材
・
施
設
の
整
備

合
計

(h
a)

(
ha)

(
ha)

(h
a)

(h
a)

(
m)

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

備考

地
方
分

合
計

人
件
費

委
託
料

そ
の
他

資
機
材
・
施
設
の
整
備

支出

資
機
材
・
施
設
の
整
備
に
対
す

る
交
付
金 （

新
設

）

（
新
設

）

侵
入
竹
除
去
・
竹
林
整
備

合
計

自
己
負
担
額

小
計

(新設） (新設）

教
育
・
研
修
活
動
タ
イ
プ

(

回

)

資
機
材
・
施
設
の
整
備

(

円

)

収入

都
道
府
県
名

地
域
協
議
会
名

市
町
村
名

対
象
森
林
所
在
市
町
村
名

活
動
組
織
名

取組内容

構
成
員

(

名

)

交付金の使途（円）

里
山
林
保
全

地域環境保全
タイプ

森
林
資
源
利
用
タ
イ
プ

森
林
機
能
強
化
タ
イ
プ

間
伐
等

(

除
伐

、
枝
打
ち
含
む

)

の
実
施
面
積

当
該
年
度
に
長
期
に
わ
た
り
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
森
林
を
整
備
し
た
面
積

取
組
に
対
す
る
交
付
金

(h
a)

(
ha)

(
ha)

(h
a)

(h
a)

(
m)
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（略） 
 

記 
 
１ （略） 
＜施行注意＞ 
（略） 
 
（別紙） 

実施状況整理票 

 
注：（略）  

 
（略） 
 

記 
 
１ （略） 
＜施行注意＞ 
（略） 
 
（別紙） 

実施状況整理票 

 
注：（略） 

  

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

合計

合
計

人
件
費

侵
入
竹
除
去
・
竹
林
整
備

合
計

自
己
負
担
額

小
計

備考

地域環境保全
タイプ

森
林
資
源
利
用
タ
イ
プ

森
林
機
能
強
化
タ
イ
プ

間
伐
等

(

除
伐

、
枝
打
ち
含
む

)

の
実
施
面
積

当
該
年
度
に
長
期
に
わ
た
り
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
里
山
林
を
整
備
し
た
面
積

教
育
・
研
修
活
動
タ
イ
プ

(

回

)

資
機
材
・
施
設
の
整
備

(

円

)

収入 支出

委
託
料

そ
の
他

資
機
材
・
施
設
の
整
備

取
組
に
対
す
る
交
付
金

資
機
材
・
施
設
の
整
備
に
対
す

る
交
付
金

都
道
府
県
の
支
援
額

都
道
府
県
名

地
域
協
議
会
名

市
町
村
名

対
象
森
林
所
在
市
町
村
名

活
動
組
織
名

取組内容

構
成
員

(

名

)

交付金の使途（円）

里
山
林
保
全

市
町
村
の
支
援
額

国庫分 地方分

(h
a)

(
ha)

(
ha)

(h
a)

(h
a)

(
m)

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

交付率
1/2以
内

交付率
1/3以
内

備考

地
方
分

合
計

人
件
費

委
託
料

そ
の
他

資
機
材
・
施
設
の
整
備

資
機
材
・
施
設
の
整
備

(

円

)

収入

合計

取
組
に
対
す
る
交
付
金

資
機
材
・
施
設
の
整
備
に
対
す

る
交
付
金 （

新
設

）

（
新
設

）

侵
入
竹
除
去
・
竹
林
整
備

合
計

森
林
資
源
利
用
タ
イ
プ

森
林
機
能
強
化
タ
イ
プ

間
伐
等

(

除
伐

、
枝
打
ち
含
む

)

の
実
施
面
積

当
該
年
度
に
長
期
に
わ
た
り
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
森
林
を
整
備
し
た
面
積

教
育
・
研
修
活
動
タ
イ
プ

(

回

)

支出

都
道
府
県
名

地
域
協
議
会
名

市
町
村
名

対
象
森
林
所
在
市
町
村
名

活
動
組
織
名

取組内容

構
成
員

(

名

)

交付金の使途（円）

里
山
林
保
全

自
己
負
担
額

小
計

(新設） (新設）

地域環境保全
タイプ

(h
a)

(
ha)

(
ha)

(h
a)

(h
a)

(
m)



 

附則 
この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
この通知による改正前の本要領に基づいて実施した報告等については、なお従前の例によることとする。 


